
※「一般電気事業供給約款料金審査要領」で示されている査定方針や、これまでの「電気料金審査専門小委員会」での 

ご指摘事項を踏まえて算定しております。 
 

 電気料金の値上げ申請について（概要版）  
 

 １．原価算定における前提諸元   

 ・原価算定期間は、平成 26～28年度の３年間としております。（今回改定の値はいずれも３か年平均） 

 今回 Ａ 
(H26～H28) 

前回 Ｂ 
（H20） 

差 引 
Ａ-Ｂ 

販 売 電 力 量 （億 kWh） 1,262 1,357 ▲95 

原 油 価 格 （＄/ｂ） 105.5 82.9 22.6 

為 替 レ ー ト （円/＄） 99.0 113.0 ▲14.0 

原 子 力 利 用 率 
（％） 

12.4 59.6 ▲47.2 

（浜岡３～５号機利用率） （12.4） （83.0） （▲70.6） 

事 業 報 酬 率 （％） 2.9 3.2 ▲0.3 

経 費 対 象 人 員 （人） 17,975 16,057 1,918 

 

 ２．今回改定における料金原価   

  申請原価の算定にあたっては、これまでの「電気料金審査専門小委員会」でのご指摘事項も踏まえたうえで、

最大限の経営効率化による 1,633 億円のコスト削減を反映しているものの、火力燃料費の大幅な増加により、そ

の総額は３か年平均で 2 兆 4,935 億円となります。一方で、現行料金を継続した場合の収入見込みは 2 兆 3,309

億円であることから、収入不足額は 1,627 億円となります。このため、お客さまにはご負担をおかけすることと

なり、誠に心苦しい限りですが、値上げをお願いさせていただくことといたしました。 

 

【 経営効率化の内訳 】 

費用項目 効率化額 主な内容 

人 件 費 460 
・一般電気事業供給約款料金審査要領等を踏まえ､役員給与・社員年収水準を引き下げ 
・保養所の全廃等による厚生費の削減 等 

燃 料 費 ・ 
購 入電力 料 

580 ・上越火力発電所運転開始による熱効率向上（燃料費の低減） 
・安価な燃料調達による燃料費の削減 等 

設 備 投 資 
関 連 費 用 

83 
・競争発注の拡大等による調達価格の削減（震災前比▲10％等） 
・新技術・新工法の採用による投資額の削減 

修 繕 費 331 
・競争発注の拡大等による調達価格の削減（震災前比▲10％等） 
・新技術・新工法の採用､仕様の見直し､設備の効率的運用等による削減 

そ の 他 179 
・競争発注の拡大等による調達価格の削減（震災前比▲10％等） 
・販売拡大活動やイメージ広告等の普及開発関係費の削減 
・寄付金、団体費等の諸費の削減 ・販売に係る研究費の削減 等 

合 計 1,633 
 

  

 ３．料金改定の概要   

 

 

 

 

 

  ・また、平成 26年４月からの消費税法改正に対応し、料金に反映いたします。 

 

《主な小売料金（規制部門）の変更内容》 

 ① 従量電灯をご契約いただいているお客さまの値上げ幅について  

従量電灯の電力量料金につきましては、毎日の暮らしに必要不可欠なご使用量に相当する「第１段階料金」

の値上げ幅を小さくし、省エネルギー推進という観点から「第３段階料金」の値上げ幅を大きくしております。 

 

 ② 選択約款の変更（届出予定）  

・ピーク時間（夏季の平日 13～16 時）を中心とした電気の使い方を工夫していただくことで、電気料金の低

減が可能となる「ピークシフト電灯」を新たに設定いたします。 

・夜間蓄熱型機器等を保有していないお客さまについても３時間帯別電灯にご加入いただけるよう、加入条件

を一部見直しいたします。 

  ・全電化住宅割引・５時間通電機器割引・通電制御型機器割引および第２深夜電力の新規加入を停止いたしま

す（既にご加入いただいているお客さまは引き続きご利用いただけます）。 

 ③ お客さまのご要望を踏まえた料金のお支払制度の変更  

  ・「早遅収料金制度」を廃止し、「延滞利息制度」を導入いたします。 

《お客さまへのご説明について》 

・メーター検針時にお配りするチラシや、当社ホームページ等により、幅広くお知らせしてまいります。 

・お客さま訪問時などのあらゆる機会を通じ、丁寧なご説明を実施してまいります。 

・料金値上げに関する専用窓口を設置し、お問い合わせに対して丁寧にお応えしてまいります。 

以 上 

3,965 3,235 

2,069 
1,682 

2,212 
2,172 

1,294 
1,137 

3,056 
2,615 

9,352 14,095 

23,309 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

人件費

前回原価（H20） 現行の料金による収入

経営効率化1,633億円
収入不足額 1,627億円

（億円）

燃料費・購入電力料

減価償却費

事業報酬

修繕費

その他
（原子力ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ費用・
公租公課・その他経費・
控除収益等）今回申請原価

21,948

24,935

※消費税等相当額は含みま
※せん。
※販売電力量は自社消費分を
※除いております。
※接続供給に伴う託送収益を
※除いております。
※四捨五入の関係で、合計が
一致しないことがあります。

３段階料金制度（従量電灯Bの場合）

【 申請料金（消費税率５％）】

【 現行料金（消費税率５％）】

【 申請料金（消費税率８％）】

19.72円

値上げ幅を抑制

20.33円（＋0.61円）

120kWh 300kWh

第１段階料金 第２段階料金 第３段階料金

23.76円

24.83円（＋1.07円）

27.45円（＋2.26円）

25.19円

（円/kWh）

20.91円

25.54円

28.23円

平成 25 年 10 月 29 日 
中 部 電 力 株 式 会 社 

・左記の料金原価に基づき算定した結果、規制部門のお客さまの電気料金について、平成 26 年４月１日

から、平均 １．１８円/kWh（４．９５％）※の値上げを申請いたします。 

※消費税等相当額を除く 

※（ ）内は、現行料金（消費

税率５％）から申請料金

（消費税率５％）への値上

げ幅を示しています。  

※現行料金には、平成 25年 

６～８月の平均燃料価格

による燃料費調整単価を

含みます。  

※実際の値上げ実施日・ 

料金等は、経済産業大臣

の認可を受けて決定され

ます。  


